
栃木県でともに働くみなさん
この ４月から私たちの働き方も変わります。全栃木教職員組合に加入して、
健康で安心して働ける学校をともにつくりましょう。

栃木県でともに働くみなさん、私たちは県内の公立学校の教職員で組織する労働組合

（地方公務員法では「職員団体」）である全栃木教職員組合（全教栃木）です。全日本

教職員組合（全教）に加盟して、私たちの切実な要求実現やゆきとどいた教育をすすめ

ることを目指して、関東や全国の仲間とともに活動しています。

全栃木教職員組合は、「職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織

する団体」（地方公務員法第５２条）として、県教育委員会などと勤務時間内に交渉を

行うことが認められています。私たちがこれまでに実現してきた勤務条件の改善は以下

のとおりです。

「ブラック職場」とも言われる学校ですが、学校にもいわゆる「働き方改革」が実施

されます。５日間の年休消化の義務づけられますが、多忙だからといって「取ったこと

にする」などということは許されなくなります。

そんな働き方を少しでも改善するため、教育委員会等と交渉を続けてきました。私た

ちが実現したことは以下のようなことです。

○修学旅行等の勤務時間の割振り変更が改善されました。

○パワーハラスメントについて、県教委が「パワーハラスメントの撲滅を目指して」を

発出しました。

○県立学校で継続して任用される臨時教員、異なる教育事務所管内で継続して任用され

る臨時教員の社会保険加入の継続も認められました。

○臨時採用者の年休繰り越しが認められました。

○教員採用試験の選考基準公表、履歴書記入が簡素化されました（ワープロ使用可）。

○非常勤教員だった県立高校の産前産後休暇代替教員は、常勤教員とされました。

○学校事務職員の残業には、労使の協定を結ぶことになりました（今年度から）。

その他、組合員個人の人事異動や再任用・雇い止めなどの任用の問題についても、個

人の問題とすることなく、県・市町教委や当該校の校長に要請活動なども行い、組合員

の身分や権利を守ってきました。

また教育条件改善のために、３０人学級や教育予算増などの「教育全国署名」運動に

取り組んでいます。

私 た ち は 全 栃 木 教 職 員 組 合 の 組 合 員 で す （ 昨 年 度 採 用 ）

○全教栃木はアットホームな組合

私が全教栃木の組合員になったのは、全教栃木主催で行われた、教員採用試験のため

の学習会に参加したことがきっかけでした。当時、臨時採用教員として勤務していた私

は、本採用を目指して担任を持ちながら勉強していました。

学習会にはアットホームな雰囲気があり、参加者も組合員も「この場にいる全員が本

採用教員として教育を担っていこう！」という一体感をもって研修を行っていたと感じ

ました。

全教栃木は規模だけでいえば小さな組合ですが、教育現場をよりよくしたいという熱

いハートと、同僚が働きやすいように支え合おうという人情が一段とあふれた組合だと

思っていります。

臨時採用教員の時からずっと支えていただいたという事実があるので、様々な取り組

みを行ういくつかの組合の中から、私は全教栃木を選びました。

小山市立小学校

〇教育の本質を語り合い、公教育の本質を取り戻す

全栃木教職員組合（略称、全教栃木）は、「教職」を専門の免許状を有する者のみに

就業が許された高度な「専門職」と捉えています。このような「教職」専門性の本質は、

数多の業務を素早くこなすこと（遂行性，performativity）にあるのではなく、日々の

実践（子どもの姿）を同僚とともに省察的に振り返ること（reflection）の中にあるは

ずです。私たち全教栃木に所属する教師は、与えられた業務をこなす遂行性の高い教師

（performative teacher）ではなく、何が子どもたちや社会のためになるかを考え続け

る省察的な教師（reflective teacher）になることを目指しています。教育の本質を語

り合い、教育に人間味や温もりを取り戻すこと。これが私たちの組合活動の本質です。

効率／非効率の尺度で、人間を優秀／非優秀に色分けする昨今の教育改革に違和感を抱

いている方の加入を心からお待ちしています。

栃木県立高等学校
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勤務時間や主な休暇

◇勤務時間 ７時間45分 休憩時間 45分（この時間に給与は支払われていません。） ◇年次有給休暇 ２０日 （この休暇取得は管理職の承認事項ではありません。） ◇生理休暇 労働基準法でも認められている休暇です。有給です。

◇傷病休暇 病気（かぜなど）やけがで働けないときに取得できます。連続して７日をこえると診断書が必要になります。

※公務災害：公務中のケガと公務による病気の発症 公務災害（いわゆる労災）として申請をしてください。「労災隠しは犯罪」です。公務災害かどうかを決定する権限は校長にはありません。手続きは衛生管理者、衛生推進者にお願いしてください。なお、指定医療機関で

公務災害として治療を受ける場合には、窓口負担はありません（ただし、後に公務外と認定された場合には、自己負担になります）。

関東地方の全教加盟組合 東京都教職員組合 東京都障害児学校教職員組合 茨城県高等学校教職員組合 全群馬教職員組合 群馬県高等学校教職員組合 埼玉県教職員組合 埼玉県高等学校教職員組合 神奈川県障害児学校教職員組合 全教千葉教職員組合
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これは２０１９年３月２７日付の『東京新聞』栃木版に掲載されたものです。那須町

の雪崩遭難事故から２年が経ちました。私たちは８名の犠牲者に対し、心から哀悼の意

を表します。犠牲者の中には３年前に採用され、その年度で命を落とされた毛塚優甫先

生もいらっしゃいます。毛塚先生もみなさん方と同じように、希望に燃えて教職生活を

始めたと思いますが、このような悲しい事故に遭われてしまいました。

「あなたたちはあの斜面を登りたいと、あのとき、本当に思ったのですか。本当は登

りたくなかったのではないですか。」との言葉は、私たちの胸に突き刺さります。高校

生にこのことを言わせる前に、私たちが教職経験の長短などにかかわらず、思ったこと

が言えるような職場環境になっていなければならないと思うのです。部活動の顧問につ

いても、「若いから」、「経験になるから」、「子どもたちのためだから」と言われ、はっ

きりと断ることもできず受け入れている先生も、現実には数多くいるのだと思います。

さまざまな意見を率直に言うことができる、そのことが結局は子どもたちのために、そ

して私たちのためになるのだと思うのです。

同じ『東京新聞』の３月２４日付社説「週のはじめに考える 大学新入生の皆さんへ」

でも、新規採用の先生方に期待する言葉として、次のように述べています。「斎藤周（ま

どか）教育学部長（群馬大学）に過重労働といわれる学校に教え子を送り込む心境を聞

いてみたところ、こんな答えが返ってきました。『現場で頑張ってほしい。長時間労働

に耐えろという意味ではなく、自分たちや、子どもたちのために、それを変えていく教

員になってほしい。』」と。

私たち全栃木教職員組合は雪崩事故を決して忘れることなく、子どもたちや先生の安

全を第一に考えるとともに、子どもたちもそして私たちも笑顔で「ただいま」といえる

ような学校をつくりたいと思っています。

栃木県には全栃木教職員組合の他に、小中学校には栃木県教職員協議会（全日本教職員連盟加盟）、県立学校には栃木県高等学校教職員組合（日本高等学校教職員組合加盟）の二つの職員団体があります。

※新規採用者に送った文書です。


